
 

平成２8 年１月１２日 

お客さま各位 

 

法人インターネットバンキングにおける電子証明書認証方式の導入および本方式への切替のお願い 

平素は、法人インターネットバンキングのご利用を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、当金庫では、平成２8 年１月 18 日より、法人インターネットバンキング（以下、本サービス

という）のセキュリティ強化のため、本人確認方法に「電子証明書」を利用した方式を導入いたします。 

つきましては、巧妙化するインターネット犯罪に対して強固なセキュリティを実現する本方式に切り

替えていただくことにより、安心してご利用賜りたく下記のとおりご案内申し上げます。 

 

記 

１．取扱開始日 

平成２8 年１月 18日（月） 

２．対象商品  

法人インターネットバンキングのみ 

3．電子証明書方式について 

  「電子証明書方式」とは、電子証明書をお客さまのパソコンに格納し、ログイン時のお客さまの本 

人確認を「電子証明書」および「パスワード」にて行う方式です。これにより、「電子証明書」が格納 

されたパソコンを使用しない限り本サービスを利用することができません。 

従って、万一 ID、パスワードが漏洩しても不正に本サービスを利用されることはありませんので、セ

キュリティ対策として有効な方法となります。 

 

4．利用料金について 

無料 ※電子証明書方式をご利用いただいた場合でも、月額基本料金の変更はございません。 

 

5．申込手続き 

  「しんきん法人インターネットバンキング 認証方式変更依頼書」をお取引の当庫本支店窓口にご

提出いただく必要があります。上記依頼書については当金庫本支店窓口までお問い合わせ下さい。 

   

上記のとおり、本方式は不正送金被害を防止する有効な手段となります。ぜひお早めに切替手続きを

していただきますようご協力お願い申し上げます。また、切替を行わなかった場合でも従来どおり法人

ＩＢのご利用ができますが、別添のとおりログイン画面が変更となっておりますのでご注意下さい。 

以上 

 

                           本件に関するお問い合わせ先      

                           川之江信用金庫 業務部（薦田・白田）  

                         Tel：0896-58-1300  


